
※ 新規賦課区域 

      平成２５年度は新たに、小山田町、小塩町、楠ヶ丘、西片添町、中片添町、東片添町、

原町、原町６丁目、木戸１丁目、上原西町、栄町、市町及び加賀田の一部に賦課を行った。 

  

      賦 課 面 積  ９．２ヘクタール 

      受益者件数  ３１０件 

 

                                          

   ※ 収納状況 
 

 
 

 

 

 

 

区 分 調定額（円） 収納額（円） 収納率（％） 

現年徴収分 

 

43,242,960 

 

42,201,460 97.59 

滞納繰越分 

    
     6,034,210 
 

 859,080 14.24 

合 計 

 

49,277,170 

 

43,060,540 87.38 

決算書掲載頁　387

公共下水道整備における受益者に対して一部負担を求めることにより、公共下水道事業に要する財源を確保する。
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区 分 調定額（円） 収納額（円） 収納率（％） 

現年徴収分 

 

43,242,960 

 

42,201,460 97.59 

滞納繰越分 

    
     6,034,210 
 

 859,080 14.24 

合 計 

 

49,277,170 

 

43,060,540 87.38 

細事業：受益者負担金等徴収事業                             

１．受益者負担金等徴収事業 

 公共下水道整備における受益者に対して建設費の一部負担を求め、事業に要する財源を確保するため、平成２５

年度賦課並びに過年度賦課に係る受益者負担金の徴収に要した費用である。 

(1) 賃金 

  ○ アルバイト賃金                           ７８７，５９０円 

(2) 報償費 

   受益者負担金を初年度第 1期の納期に一括納付した受益者に対して、所定の計算方法に基づいた額を報奨金

として交付する。 

○ 下水道事業受益者負担金前納報奨金                  ９７５，７００円 

(3) 需用費 

  ① 消耗品費                               ５，０８０円 

  ② 印刷製本費                             ６３，５７０円 

(4) 役務費 

  ○ 郵便                               １２８，０４７円                        

(5) 委託料 

  ○ 公金収納事務委託料                         １２，３９４円      

(6) 使用料及び賃貸借 

   ○ 電算システム賃借料                        ５０４，０００円 

 

 

 

 

 

 


